日光市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例・施行規則
【令和５年５月２６日施行　一部改正】　別表１～４

別表第１（第２条、第１８条、第２０条、第２１条関係）
	項目
	基準値
	測定方法

	カドミウム
	検液１リットルにつき０．００３ミリグラム以下
	日本産業規格K０１０２（以下「規格」という。）の５５・２、５５・３又は５５・４に定める方法

	全シアン
	検液中に検出されないこと。
	規格３８に定める方法（規格３８・１・１及び３８の備考１１に定める方法を除く。）又は水質汚濁に係る環境基準について（昭和４６年環境庁告示第５９号。以下「昭和４６年告示」という。）付表１に掲げる方法

	有機燐
	検液中に検出されないこと。
	昭和４９年告示付表１に掲げる方法又は規格３１・１に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの（メチルジメトンにあっては、昭和４９年告示付表２に掲げる方法）

	鉛
	検液１リットルにつき０．０１ミリグラム以下
	規格５４に定める方法

	六価クロム
	検液１リットルにつき０．０５ミリグラム以下
	規格６５・２（規格６５・２・７を除く。）に定める方法（ただし、規格６５・２・６に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては日本産業規格K０１７０―７の７のa）又はb）に定める操作を行うものとする。）

	砒(ひ)素
	検液１リットルにつき０．０１ミリグラム以下、かつ、土砂等の埋立て等に供する場所の土地利用目的が農用地（田に限る。）である場合にあっては、試料１キログラムにつき１５ミリグラム未満
	検液中濃度に係るものにあっては規格６１に定める方法、農用地に係るものにあっては農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令（昭和５０年総理府令第３１号）第１条第３項及び第２条に規定する方法

	
	
	

	総水銀
	検液１リットルにつき０．０００５ミリグラム以下
	昭和４６年告示付表２に掲げる方法

	アルキル水銀
	検液中に検出されないこと。
	昭和４６年告示付表３及び昭和４９年告示付表３に掲げる方法

	PCB
	検液中に検出されないこと。
	昭和４６年告示付表４に掲げる方法

	銅
	土砂等の埋立て等に供する場所の土地利用目的が農用地（田に限る。）である場合にあっては、試料１キログラムにつき１２５ミリグラム未満
	農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令（昭和４７年総理府令第６６号）第１条第３項及び第２条に規定する方法

	ジクロロメタン
	検液１リットルにつき０．０２ミリグラム以下
	日本産業規格K０１２５の５・１、５・２又は５・３・２に定める方法

	四塩化炭素
	検液１リットルにつき０．００２ミリグラム以下
	日本産業規格K０１２５の５・１、５・２、５・３・１、５・４・１又は５・５に定める方法

	クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）
	検液１リットルにつき０．００２ミリグラム以下
	地下水の水質汚濁に係る環境基準について（平成９年環境庁告示第１０号）付表に掲げる方法

	１・２―ジクロロエタン
	検液１リットルにつき０．００４ミリグラム以下
	日本産業規格K０１２５の５・１、５・２、５・３・１又は５・３・２に定める方法

	１・１―ジクロロエチレン
	検液１リットルにつき０．１ミリグラム以下
	日本産業規格K０１２５の５・１、５・２又は５・３・２に定める方法

	１・２―ジクロロエチレン
	検液１リットルにつき０．０４ミリグラム以下
	シス体にあっては日本産業規格K０１２５の５・１、５・２又は５・３・２に定める方法、トランス体にあっては日本産業規格K０１２５の５・１、５・２又は５・３・１に定める方法

	１・１・１―トリクロロエタン
	検液１リットルにつき１ミリグラム以下
	日本産業規格K０１２５の５・１、５・２、５・３・１、５・４・１又は５・５に定める方法

	１・１・２―トリクロロエタン
	検液１リットルにつき０．００６ミリグラム以下
	日本産業規格K０１２５の５・１、５・２、５・３・１、５・４・１又は５・５に定める方法

	トリクロロエチレン
	検液１リットルにつき０．０１ミリグラム以下
	日本産業規格K０１２５の５・１、５・２、５・３・１、５・４・１又は５・５に定める方法

	テトラクロロエチレン
	検液１リットルにつき０．０１ミリグラム以下
	日本産業規格K０１２５の５・１、５・２、５・３・１、５・４・１又は５・５に定める方法

	１・３―ジクロロプロペン
	検液１リットルにつき０．００２ミリグラム以下
	日本産業規格K０１２５の５・１、５・２又は５・３・１に定める方法

	チウラム
	検液１リットルにつき０．００６ミリグラム以下
	昭和４６年告示付表５に掲げる方法

	シマジン
	検液１リットルにつき０．００３ミリグラム以下
	昭和４６年告示付表６の第１又は第２に掲げる方法

	チオベンカルブ
	検液１リットルにつき０．０２ミリグラム以下
	昭和４６年告示付表６の第１又は第２に掲げる方法

	ベンゼン
	検液１リットルにつき０．０１ミリグラム以下
	日本産業規格K０１２５の５・１、５・２又は５・３・２に定める方法

	セレン
	検液１リットルにつき０．０１ミリグラム以下
	規格６７・２、６７・３又は６７・４に定める方法

	ふっ素
	検液１リットルにつき０．８ミリグラム以下
	規格３４・１（規格３４の備考１を除く。）若しくは３４・４（妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約２００ミリリットルに硫酸１０ミリリットル、りん酸６０ミリリットル及び塩化ナトリウム１０グラムを溶かした水溶液とグリセリン２５０ミリリットルを混合し、水を加えて１，０００ミリリットルとしたものを用い、日本産業規格K０１７０―６の６図２注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。）に定める方法又は規格３４・１・１c）（注〔２〕第３文及び規格３４の備考１を除く。）に定める方法（懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。）及び昭和４６年告示付表７に掲げる方法

	ほう素
	検液１リットルにつき１ミリグラム以下
	規格４７・１、４７・３又は４７・４に定める方法

	１・４―ジオキサン
	検液１リットルにつき０．０５ミリグラム以下
	昭和４６年告示付表８に掲げる方法



備考
１　基準値の欄中検液中濃度に係るものにあっては、平成３年告示付表に掲げる方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。この場合において、同表中「土壌」とあるのは、「土砂等」と読み替えるものとする。
２　基準値の欄中「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
３　有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。
４　１・２―ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格K０１２５の５・１、５・２又は５・３・２により測定されたシス体の濃度と日本産業規格K０１２５の５・１、５・２又は５・３・１により測定されたトランス体の濃度の和とする。











別表第２（第１３条関係）
１　特定事業区域の地盤にすべりやすい土質の層があるときは、その地盤にすべりが生じないようにくい打ち、土の置き換えその他の措置が講じられていること。
２　著しく傾斜をしている土地において特定事業を施工する場合にあっては、特定事業を施工する前の地盤と特定事業に使用された土砂等との接する面がすべり面とならないように当該地盤の斜面に段切り等の措置が講じられていること。
３　土砂等の埋立て等の高さ及びのり面（擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁部分を除く。以下同じ。）の勾配は、次の表の土砂等の区分の欄に掲げる土砂等の区分に応じ、それぞれ同表の土砂等の埋立て等の高さの欄及びのり面の勾配の欄に定めるものであること。
	土砂等の区分
	土砂等の埋立て等の高さ
	のり面の勾配

	建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令（平成３年建設省令第１９号）別表第１に規定する第１種建設発生土、第２種建設発生土及び第３種建設発生土並びにこれらに準じるもの
	５メートル以下
	垂直１メートルに対する水平距離が１．８メートル以上の勾配


４　擁壁を用いる場合の当該擁壁の構造は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令（令和４年政令第３９３号）第１条の規定による改正前の宅地造成等規制法施行令（昭和３７年政令第１６号）第６条から第１０条までの規定に適合すること。
５　特定事業の完了後の地盤にゆるみ、沈下又は崩壊が生じないように締固めその他の措置が講じられていること。
６　のり面は、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によって風化その他の侵食に対して保護する措置が講じられていること。
７　特定事業区域（のり面を除く。）は、土地利用に供するまでの間、利用目的が明確である部分を除き、芝張り、植林その他土砂等の飛散防止のための措置が講じられていること。


別表第３（第１３条関係）
１　特定事業場の隣接地と特定事業区域との間に、次の表の左欄に掲げる特定事業区域の面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める幅の保安地帯が設置されていること。
	５ヘクタール未満
	５メートル以上

	５ヘクタール以上１０ヘクタール未満
	１０メートル以上

	１０ヘクタール以上２０ヘクタール未満
	２０メートル以上

	２０ヘクタール以上
	３０メートル以上


２　土砂等のたい積の高さ（のり面の最下部と最上部の高低差をいう。）が５メートル以下であること。
３　土砂等のたい積ののり面の勾配は、垂直１メートルに対する水平距離が１．８メートル以上の勾配であること。







別表第４（第１５条関係）
１　鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）第２９条第７項の規定による許可を要する行為
２　土地改良法に基づく土地改良事業
３　森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１０条の２第１項及び第３４条第２項（第４４条において準用する場合を含む。）の規定による許可を要する行為
４　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２４条の規定による承認並びに同法第３２条第１項及び第９１条第１項の規定による許可を要する行為
５　土地区画整理法に基づく土地区画整理事業及び同法第７６条第１項の規定による許可を要する行為
６　都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第６条第１項の規定による許可を要する行為
７　自然公園法（昭和３２年法律第１６１号）第２０条第３項及び第２１条第３項の規定による許可を要する行為
８　地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第１８条第１項の規定による許可を要する行為
９　宅地造成等規制法の一部を改正する法律（令和４年法律第５５号）附則第２条第１項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第８条第１項の規定による許可を要する行為
１０　河川法（昭和３９年法律第１６７号）第２４条、第２６条第１項、第２７条第１項、第５５条第１項、第５７条第１項、第５８条の４第１項及び第５８条の６第１項の規定による許可を要する行為
１１　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条の規定による許可及び同法第５９条第４項の規定による認可を要する行為
１２　都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）に基づく市街地再開発事業及び同法第６６条第１項の規定による許可を要する行為
１３　急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第７条第１項の規定による許可を要する行為
１４　自然環境保全法（昭和４７年法律第８５号）第２５条第４項の規定による許可を要する行為
１５　都市緑地法（昭和４８年法律第７２号）第１４条第１項の規定による許可を要する行為
１６　生産緑地法（昭和４９年法律第６８号）第８条第１項の規定による許可を要する行為
１７　絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成４年法律第７５号）第３７条第４項の規定による許可を要する行為
１８　栃木県立自然公園条例（昭和３３年栃木県条例第１１号）第１９条第３項の規定による許可を要する行為
１９　日光市風致地区条例（平成２４年日光市条例第５号）第２条第１項の規定による許可を要する行為
２０　自然環境の保全及び緑化に関する条例（昭和４９年栃木県条例第５号）第１５条第４項の規定による許可を要する行為
２１　栃木県砂防指定地の管理等に関する条例（平成１５年栃木県条例第５号）第４条第１項及び第５条の規定による許可を要する行為
